
 

専決処分関係資料（損害賠償の額を定めること及び和解のこと） 

 

 

１ 事 故 発 生 日 時   令和７年７月１４日（月）午前８時５分頃 

 

２ 事 故 発 生 場 所   加古川市平荘町里２０６番３地先 

             県道高砂加古川加西線上 

 

３ 損害賠償の相手方   加古川市在住 個人 

 

４ 事 故 の 概 要    県道平荘大久保線から県道高砂加古川加西線へ進入するため右折

した市公用車が、市公用車の前方を走行中に横断歩道の前で一時停

止した相手方車両に追突し、車両の一部を損傷した。 

 

５ 損 害 の 程 度   市 側 物的損害 右フロントサイドパネル、右ミラーキャップ 

相手方 物的損害 バックドアパネル、右リアランプその他 

 

６ 過 失 割 合 等   市：１００ 相手方：０ 

    専決日：令和７年１０月１５日  示談成立日：同年１０月１５日 

 

７ 損 害 賠 償 の 額   ３７６，０００円 

 

８ そ の 他   市側の損害額：５６，８３７円 

 

９ 予 算 措 置 等    当該事故に関する損害賠償金３７６，０００円及び市が負担する

公用車の修繕費５６，８３７円については、本市と公益社団法人全

国市有物件災害共済会との共済委託契約に基づき、同会より相手方

及び市に支払われる。 

令和 7 年 10 月 21 日 
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上記図の説明を記入

事故現場における

市車両と相手方を

図示してください

事  故  発  生  状  況

右折時に相手方車両が横断歩道の自転車通過のため停車したところ、市車

両が後方から接触。

相手方車両 市車両

里下新田

至 加西市

至

池
尻
橋

県
道
高
砂
加
古
川
加
西
線

2




